　　　宝達志水町農作物渇水被害対策補助金交付要綱
　（趣旨）
第１条　この告示は、予算の範囲内において宝達志水町農作物渇水被害対策補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、宝達志水町補助金等交付規則（平成17年宝達志水町規則第32号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
　（補助金の目的）
第２条　補助金は、令和７年度の異常渇水により町内において農作物への被害対策を実施した集落等の負担軽減を図ることを目的とする。
（補助対象）
第３条　補助金の交付対象は、町内に受益地を有する農業水利施設を適正に管理し、同様の町補助事業を申請していない集落等とする。
（交付基準）
第４条　補助金に係る補助対象者、事業内容、補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
（交付申請）
第５条　補助金の交付を受けようとする集落等（以下「申請者」という。）は、町長が定める期日までに、宝達志水町農作物渇水被害対策補助金交付申請書（別記様式）に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。
（1）　かん水に要する機械等の購入費、運転経費等、水管理にかかる人件費等の支払が確認できる資料（領収書、請求書又はレシート等の写し）
（2）　農業水利施設の写真及び位置図（水を入れた箇所を示したもの）
（3）　その他町長が必要と認める書類
　（補助金の交付決定及び補助金の額の確定） 
第６条　町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を
審査し、適当であると認められるものについて、補助金の交付を決定するとともに補助金の額を確定し、規則第14条第２項に規定する補助金の交付決定及び額の確定通知書により申請者に通知する。
　（請求）
第７条　前条の規定により補助金の交付決定及び額の確定を受けた集落等は、規則第16条第２項に規定する補助金等（精算）請求書を町長に提出するものとする。
　（返還）
第８条　町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その決定を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
　（1）　偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
（2）　この告示の規定に違反したと認められるとき。
　（その他）
第９条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この告示は、公表の日から施行する。
（告示の失効）
２　この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。
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別表（第４条関係）
	補助対象者
	事業内容
	補助対象経費
	補助金の額

	農業水利施設（集落管理の調整池又は受益戸数が２戸以上の基幹用水路）へ注水を行う集落等（生産組合）
	1　農作物の渇水による被害の対策として、かん水用機械等の借上げ又は購入設置の費用、渇水対策に係る機械等の燃料費及び水管理にかかる人件費に対して支援を行う。
2　補助対象期間は、令和7年8月1日から令和7年8月31日までとする。

	1　ポンプ車等及びポンプの借上げに要する費用
2　ポンプ、発電機、ポリタンク、ホース及び接続部品の購入設置に関する費用
3　ポンプ及び発電機の運転に要する燃料費
4　水管理にかかる人件費

ただし、補助対象期間内にかかる費用に限る。

	補助対象経費の80パーセントに相当する額（1,000円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる）。ただし、1申請者当たり25万円を上限とする。


　備考　個人の農地へ直接注水を行う場合は、補助対象の要件を満たさないものと　　　　
し、これにかかる費用についても補助対象外とする。
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